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特許権侵害訴訟の判決に関するお知らせ 

 

原田工業株式会社（代表取締役社長：原田章二）（以下、「当社」。）は、特許権（特許第

5237617号（以下、「本件特許」。））の侵害を理由として、株式会社ヨコオに対しラジオ受信

用アンテナの製造・販売差し止め等を求めて東京地方裁判所へ特許権侵害訴訟（平成 26年

(ワ)第 28449 号）を提起しておりましたが、平成 28 年５月 26 日付で、当社の株式会社ヨ

コオによる本件特許の侵害に関する主張を認める内容の判決が言い渡されました。 

 

本件特許は、LPA®(Low Profile Antenna)の通称で各自動車メーカーへ販売中の製品に幅

広く利用している低背型車載用アンテナ（シャークフィンアンテナ等）の基本技術であり、

今回の判決により株式会社ヨコオによる本件特許の侵害が認定され、当該訴訟の対象とな

るラジオ受信用シャークフィンアンテナの製造・販売等の差し止め及び損害賠償等が認め

られました。 

また、株式会社ヨコオは上記特許権侵害訴訟に関し、特許庁へ特許無効審判（無効

2015-80040）を請求しておりましたが、当該審判につきましても当社の主張が認められ、

平成 28年５月 13日付で本件特許を維持する審決が下されております。 

 

当社は、LPA®をはじめとする保有知的財産権を重要な資産と考えており、今後も、自社知

的財産権の保護及び活用を進めていく所存です。 
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